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まえがき 

 
少子高齢化の進展により就業人口の減少が予測されるなか、企業が持続的に成長していく

ためには、通常の労働者だけでなく、短時間（パートタイム）・有期雇用労働者が活躍できる

職場環境を整備し、労働者から選ばれる企業となることが大切となる。そのためには、通常

の労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理と認められる待遇の違いを解消し、

パートタイム・有期雇用労働者が納得して働ける待遇を実現することが求められる。 
働き方改革実現会議において「働き方改革実行計画」が 2017 年 3 月に決定され、いわゆ

る「同一労働同一賃金」の実現に向けて法制度とガイドラインを整備することが打ち出され

た。これをうけ、労働政策審議会で法整備に向けた議論が行われ、2018年 6月には、不合理
な待遇差の解消に関する規定も含めた「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関す

る法律」（働き方改革関連法）が国会において成立し、関係法律である「パートタイム労働法」

「労働契約法」「労働者派遣法」が改正され、パートタイム労働法の名称は「短時間労働者及

び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パートタイム・有期雇用労働法）」に改

められることになった。これにより、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の不合

理な待遇差に関わる規定がパートタイム・有期雇用労働法に規定されることになり、同法は

2020年 4月に施行となった。 
 当機構では、パートタイム・有期雇用労働法の施行を間近に控えたなかでの、企業のパー

トタイム・有期雇用労働者の雇用管理等の実態と、法施行に向けた対応の動向を把握するた

め、企業及びその企業で働くパートタイム・有期雇用労働者を対象とするアンケート調査を

行った。本報告書は、そのうち企業調査の結果をとりまとめたものである。なお、パートタ

イム・有期雇用労働法をうけ、施策等の基本となるべき事項を示した短時間・有期雇用労働

者対策基本方針（2020年 3月、厚生労働大臣に答申）が策定されており、本調査データの一
部は同方針にも活用されている。 
 アンケート調査にご回答いただいた企業にこの場をお借りしてあらためて感謝申し上げた

い。本報告書が関係各位の方々に少しでも役に立つものになれば幸いである。 
 
 
2021年 1月 
 
 

独立行政法人 労働政策研究・研修機構 
理事長 樋口 美雄 



本調査での用語の定義 
 
有 期 雇 用    6ヶ月契約や 1年契約など、雇用期間を定めた労働契約により、直接雇

用されている労働者 
無 期 雇 用 特に雇用期間を定めずに（または定年まで）、直接雇用されている労働者 
フ ル タ イ ム 1 週間の所定労働時間が正社員・正職員と同じか長い、正社員・正職員

以外で直接雇用されている労働者 
パートタイム 1 週間の所定労働時間が正社員・正職員より短い、正社員・正職員以外

で直接雇用されている労働者（短時間正社員は除く） 
正社員・正職員 直接雇用されている、いわゆる正規型の労働者及び無期雇用でフルタイ

ムの労働者 
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